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④ 住宅に係る紛争の処理体制 
性能評価を受けた住宅にかかわるトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制を整

備し、万一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化を図る。 
 
● 住宅性能評価を受けた住宅に係る紛争処理の運営イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．新築住宅に係る瑕疵担保責任の特例 

① 対象となる部分 

・ 構造耐力上主要な部分 
住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材の

うち、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震

その他の震動若しくは衝撃を支える部分（建築基準法施行令第１条第１項第３号と

同様の内容） 
・ 雨水の浸入を防止する部分 
① 住宅の屋根又は外壁 
② 住宅の屋根又は外壁の開口部に設ける戸、わくその他の建具 
③ 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁

の内部又は屋内にある部分 
② 請求できる内容 
・ 修補請求（民法上売買契約には明文なし） 
・ 損害賠償請求 
・ 解除（解除は売買契約のみで、修補不能な場合に限る。） 

③ 瑕疵担保期間 
完成引渡しから 10 年間義務化 

 
※ これらに反し住宅取得者に不利な特約は無効 
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